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自家用電気工作物保安管理業務委託 特記仕様書

１．適 用

この特記仕様書は、岩見ダム管理事務所における自家用電気工作物保安管理業務委

託（以下、「業務」という。）について定める。

２．業務履行場所

（１）岩見ダム管理事務所 自家用電気工作物施設

秋田県秋田市河辺三内字財の神国有林地内

３．業務履行期間

自 令和８年 ４月 １日

至 令和９年 ３月３１日

４．電気工作物の主要機器（詳細は添付図面参照）

岩見ダム管理事務所内の電気工作物の主要機器は以下のとおりである。

（１）予備電源室

a.受電盤 明電舎／屋内閉鎖自立形 １面

b.動力変圧器盤 明電舎／屋内閉鎖自立形 １面

c.照明変圧器盤 明電舎／屋内閉鎖自立形 １面

d.動力変圧器 明電舎／モールド150KVA １台

e.原動機 いすゞ自動車／6SD1-T １台

f.発電機 明電舎／125KVA-200V-50Hz １台

g.燃料小出槽 別置き 950L １基

（２）屋外引込柱

a.高圧負荷開閉器 戸上電機製作所／7.2KV-200A １式

（３）艇庫

a.原動機 ヤンマーディーゼル／55.5PS １台

b.発電機 西芝電機／43KVA-200V-50Hz １台

５．業務内容

（１）定期点検

定期点検として、月次点検及び年次点検を実施するものとする。内容はつぎの

とおり。

ア 月次点検（１回／２ヶ月）

主として運転中の施設の点検及び試験などを別表「巡視点検測定ならびに

手入れ基準」により行うものとする。なお艇庫は除くものとする。

絶縁監視装置による２４時間監視を実施すること。

絶縁監視装置の設置、維持管理及び撤去は受注者の責めにおいて実施する

こととし、これらにかかる諸経費一切は受注者の負担とする。

イ 年次点検（１回／１年）

主として施設の運転を停止して点検及び試験などを別表「巡視点検測定な

らびに手入れ基準」により行い、この場合、月次点検も併せて行うものとす

る。
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なお、ダム管理設備に影響を及ぼさないよう、点検に伴う停電時間を施設

管理担当職員に確認のうえ点検を実施するものとする。

（２）臨時点検

臨時点検は、施設に異常が発生した場合、又は発生する恐れがあると判断した

場合に別表「巡視点検測定ならびに手入れ基準」によるほか、つぎにより行うも

のとする。

ア つぎに挙げる電気工作物については、その都度異常状況の確認・絶縁抵抗

測定を行い、必要に応じて高圧の電路及び機器の絶縁体力試験を行う。

(ｱ) 高圧機器が破損し、受電設備の大部分に影響を及ぼしたと思われる事

故が発生した場合は、受電設備の全電気工作物。

(ｲ) 受電用遮断器（電力ヒューズを含む）が遮断動作の原因となった電気工

作物

(ｳ) その他の異常が発生した電気工作物

イ 高圧受電設備に事故発生の恐れがある場合は、その都度点検・測定及び試

験を行う。

ウ その他、つぎに挙げる電気工作物について特に必要と認めた場合は、点検

及び試験を行う。

(ｱ) 高圧受電盤の指示計器に異常が発生した場合、計器校正試験を行う。

(ｲ) 遮断器・開閉器と継電器の結合動作試験において所定の動作をしなかっ

た場合、継電器動作特性試験を行う。

（３） 不良箇所改修の指導助言（必要の都度）

（４） 事故発生時の応急処置の指導及び事故原因調査並びに再発防止策の指導（必

要の都度）

（５） 電気関係法令に定める電気事故報告書の作成及び手続きの指導（必要の都

度）

（６） 電気関係法令に基づく立入検査の立会（必要の都度）

（７） その他留意事項

業務内容は上記（１）～（６）のとおりであるが、協議のうえ点検時期及び

内容を調整する場合がある。

６．提出書類

つぎの書類を記載の期限までに提出するものとする。

（１）業務計画書 １部（契約締結後速やかに）

（２）点検報告書 １部（各点検の都度速やかに）

（３）その他必要な書類 施設管理担当職員と協議により決定

７．その他

本仕様書に定めのない事項は、協議により定めるものとする。
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